
地域連携ネットワークで
後見ニーズ発見する

困っている人を見逃さない

品川区の発見の仕組み
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困っている⼈を⾒逃さない

品川区による⾼齢・障害の統括機能 地域包括⽀援センター（直営））
・在宅介護⽀援センター20ヶ所(包括のブランチ) ・障害者相談⽀援センター4ヶ所

〇⽀え愛・ほっとステーション（社協職員２名）13地域センタ(地域福祉コーディネーター）
ニーズの発見、早期の支援（申立支援、協力専門家）

チーム対応・・・補助、保佐レベルでの支援につながる。
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地域連携ネットワーク⇒⇒⇒顔の⾒える関係

・多職種と連携し支援する 後見ニーズは関係者のところに
ニーズの掘り起し・早期発見（補助・保佐から支援）に繋がる 本人申立を社協が支援

（連携）
品川区区役所、在宅介護支援センター、障害者支援センター 保健所、 病院（医療相談室）

介護事業所、薬局、社協（後見センター、支え愛ホットST）
・地域共生社会の取組・・・わがまる実現に向けて「支え愛ほっとステーション」
CM が課題を解決する入口とし活用 ・・・「あんしん3点セット」

終活のすすめ ・・・私のトリセツ（任意後見制度）
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後見センターは、２次的な相談機関

親族・本人からの相談
支援者による課題の発見

１次相談機関 ２次相談機関

参考：尾張東部権利擁護支援センター

中核機関
(後見センター)

ケアマネージャー
相談支援専門員
行政・MSWなど

本人から相談は少数で、大半は地域の
関係者からの紹介です。
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ニーズ発⾒から制度利⽤までケース会議（⽉2回）

○検討メンバー ⇒ 区管理職、後⾒センター
○検討内容 ⇒ 後⾒申⽴の確認（申⽴⼈、類型、後⾒⼈及び後⾒監督⼈候補者の選定）

⽅針決定会議（年4回）

○対象 ⇒ 本⼈・親族・区⻑申⽴、法定後⾒・任意後⾒のすべての事案
（※後⾒センーが関与している事案）

○検討メンバー ⇒ 学識経験者、医師、弁護⼠、⺠⽣委員、福祉関係者、⾏政関係者 計10名
○検討内容 ⇒ 申⽴の可否、候補者の選定（法⼈後⾒、市⺠後⾒、専⾨職であればいずれの

専⾨職が妥当か）

品川成年後⾒センター運営委員会（年4回）

申 立

○検討メンバー ⇒ 区の担当者、後⾒センター、ケアマネジャー、介護・福祉関係者、⺠⽣委員等
○検討内容 ⇒ 権利擁護の必要性の確認／親族、財産状況及び調査、既往症、

⽣活／状況等の把握 等
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民生委員にSOS⇒法定後見に
• 支援の流れ

• 民生委員 かかりつけ医

ケアマネ(在宅介護支援センター）

• ケアマネ 姪へSOS

後見センター

地域連携ネットワークのチームで認知症高齢者を支援

<課題> 

短期記憶、フレイル【外出、入浴、食事、冷蔵庫(賞味期限切）】

通帳紛失、家賃未払、公共料金滞納、掃除できない、万年床

<支援者チーム>

ケアマネ、姪、ヘルパー、かかりつけ医、民生委員

品川区、後見センター 顔の見える関係づくりが大切

・地区ケア会議・・・・地域の資源紹介、事例研究、

・ケアマネ事業所へ研修（オーダーメード）

・民生委員の定 期 訪 問 （ 1 回 / 月 ） ・ ・ ・ キ ー で あ っ た

• プロフィール

• 88歳 女性 独居 未婚

• 猛暑、脱水、廃用・・・危機一髪

几帳面 ノートに詳細にメモ

姉妹間の仲が良い 4男5女

• 民間アパート

風呂無し

急な外階段

物置状態

万年床

• 将来のため数千万円

• 姪が申立て、社協が手続き支援
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本人

 姪

民生委員
一回/月
モニタリング

かかりつけ医訪問介護
ヘルパーさん

ケアマネ
在宅介護支援センター）

後見人

本人を支えるチーム
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地域連携ネットワークの活用

任意後見制度（あんしん3点セット）

品川区の仕組み
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任意後見制度（あんしん能力３点セット）の取組を通して
究極の自己決定支援（自分の将来は自分で決める）

理念が高齢者の思いに添わない・・・仕掛が必要（終活セミナー）
法定後見⇒任意後見・・・ 支援者本位➡高齢者本意

任意後見の課題と対応！

1. 支援者が見つからない （長期の支援は社協が適任）

2. 本人は低下を中々認めない

 ・発見の仕組み ・・・・・ （支援員定期訪問）

・発効の仕組み ・・・・・ （本人チームで対応）

判断能力の低下
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①あんしんサービス（定期訪問）

あんしんの３点セット
判断能力が低下した時、亡くなった後
  自己決定  を支援します。

→見守り、随時困り事に対応
入院費の支払い等（生前事務委任契約）

→判断能力が十分な時、判断力の低下に備えて
支援してくれる後見人を自分で決める

→葬儀や相続、家の後始末等について自分で決める

②任意後見契約

③公正証書遺言作成支援

ご本人との関係づくり
判断能力の低下に気づく
1回/月訪問をします。
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元気な時 死亡後まで継続支援

死亡判断能力の低下元気なとき内容

終了
契 約

見守り開始

①あんしんサービス

お元気確認

終了任意後見人契 約②任意後見契約

自分の将来を決める

葬儀、納骨
財産整理

作成支援③公正証書遺言

最期の意思の実現

あんしんの３点セット流れ
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